
 

平成 30 年 9 月 21 日 
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検査証明書の取り扱いについて 

 

 

農林水産省植物防疫所のホームページに、「重要なお知らせ」として、植物防疫法により、植物

を日本に持ち込むには輸出国政府機関により発行された検査証明書（Phytosanitary certificate）

を添付して、輸入検査を受ける必要がある旨、また、平成 30年 10月 1日以降、検査証明書が添付

されていない植物は、廃棄処分となる旨、が掲載されています（別添１）。 

このことに関連して、「植物防疫情報 No.29」に、手荷物及び郵便物で植物類を輸入する際、輸出

国の検査証明書がないと輸入できない旨の記事が掲載されています（別添 2）。 

なお、貨物として輸入される植物についても、同様に検疫証明書の添付を求めていく方向で検討

が進められていると聞いています（開始時期は未定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別添 1） 

 

 



 

 

 



（別添 2） 

植物防疫情報 No.29（植物防疫所発行）掲載記事抜粋 


